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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体に搭載されるナビゲーション装置であって、
　分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する方面案内看板生成部と、
　前記方面案内看板生成部により生成されたナビ表示用方面案内看板を表示部に表示する
表示制御部と、
　分岐路手前にある道路の特徴位置と前記移動体との位置関係、前記移動体の運行状態、
前記移動体周辺の環境状態および前記移動体内部の環境状態に応じた表示タイミングで、
当該分岐路のナビ表示用方面案内看板を前記表示部に表示するよう前記表示制御部を制御
する表示タイミング制御部とを備え、
　前記表示タイミング制御部は、前記移動体が分岐路を通過した位置を当該移動体の移動
方向における次の分岐路についての前記特徴位置とし、かつ、前記ナビ表示用方面案内看
板を表示するタイミングを、前記移動体が位置する地域および前記移動体の乗員数に応じ
て変更することを特徴とするナビゲーション装置。
【請求項２】
　前記表示タイミング制御部は、分岐路の路上方面案内看板が設置されている位置または
その手前にある位置を前記特徴位置とすることを特徴とする請求項１記載のナビゲーショ
ン装置。
【請求項３】
　前記表示タイミング制御部は、前記移動体から次の分岐路までの距離が短くなるにつれ
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て、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示サイズを大きくするよう前記表示制御部
を制御することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項４】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
経路案内の設定がある場合と経路案内の設定がない場合で変更することを特徴とする請求
項１記載のナビゲーション装置。
【請求項５】
　前記表示タイミング制御部は、経路案内で分岐路の案内を開始する位置を前記特徴位置
とすることを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項６】
　前記表示タイミング制御部は、分岐路の右左折専用レーンの手前にある位置を前記特徴
位置とすることを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項７】
　前記表示タイミング制御部は、分岐路の手前にあるユーザから要求があった位置または
分岐路の手前にユーザから要求された値だけ離れた位置を前記特徴位置とすることを特徴
とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項８】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
前記移動体が位置する道路の道路種別に応じて変更することを特徴とする請求項１記載の
ナビゲーション装置。
【請求項９】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
曜日に応じて変更することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項１０】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
時刻に応じて変更することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項１１】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
前記移動体周辺の気象状況に応じて変更することを特徴とする請求項１記載のナビゲーシ
ョン装置。
【請求項１２】
　前記表示制御部がナビ表示用方面案内看板を前記表示部に表示したことをユーザに報知
する報知部を備えることを特徴とする請求項１記載のナビゲーション装置。
【請求項１３】
　前記表示タイミング制御部は、前記ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、
前記移動体の移動速度に応じて変更することを特徴とする請求項１記載のナビゲーション
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ナビゲーション画面上に分岐路の方面案内看板（以下、ナビ表示用方面案
内看板と呼ぶ）を表示するナビゲーション装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１に記載の地図表示装置は、車両が進行する道路に存在する分岐路の
ナビ表示用方面案内看板を生成して表示する。また、この装置がナビ表示用方面案内看板
を表示するタイミングに関して、特許文献１には、分岐路まで所定距離以内になったとき
に表示すること、車両速度または道路の混雑状況によって表示するタイミングを変更する
こと、分岐路までの予測到達時間が所定時間以内になったときに表示することおよび道路
が渋滞しているときは渋滞がないときに比べて上記所定距離の値を小さくすることが記載
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されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－４５９２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に代表される従来の技術は、装置にあらかじめ設定された分岐路までの距離
または時間を基準として、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを決定している
ので、ユーザ（運転者）からは、分岐路から所定の距離以内または所定の時間以内になっ
てナビ表示用方面案内看板が表示されるとき以外は、ナビ表示用方面案内看板が表示され
る位置を認識できない。
　このため、ユーザ（運転者）が進路決定に利用しやすいタイミングでナビ表示用方面案
内看板が表示されない可能性が高いという課題があった。
【０００５】
　実際の車両の走行中に、ユーザ（運転者）は、走行中は運転に注力しなければならず、
ディスプレイ画面にナビ表示用方面案内看板を表示しても、これを視認して分岐先の各方
面の施設を検討し進路を決定することに注力できない。
　また、ユーザ（運転者）は、ディスプレイに表示された地図画面よりも実際の道路の特
徴位置から当該道路のどのような位置に自車がいるかを判断している。
　なお、道路の特徴位置としては、例えば道路上または路側に道路標識が設置された位置
、道路面に道路標示が設けられた位置、分岐路自体、ナビゲーション処理における経路案
内で交差点案内を行う位置などがあり、ユーザ（運転者または同乗者）が設定した道路位
置であってもよい。
【０００６】
　従来の技術では、車両から分岐路までの距離または時間で決定されたタイミングでナビ
表示用方面案内看板を提示しているため、ユーザ（運転者）は、道路の特徴位置とは無関
係にナビゲーション装置から提示されたナビ表示用方面案内看板を参照して進路を決定す
ることになる。
　従って、その表示タイミングによっては、ナビゲーション装置からナビ表示用方面案内
看板が一方的に表示されるため、ユーザ（運転者）にナビ表示用方面案内看板を参照して
進路決定しようとする心構えができておらず、進路決定に利用されない可能性がある。こ
の場合、分岐路手前の道路の特徴位置（ユーザ（運転者または同乗者）が設定した道路位
置を含む）とナビ表示用方面案内看板が表示されるタイミングが関連付けられていれば、
ユーザ（運転者）は、道路の特徴位置によってナビ表示用方面案内看板が表示されること
を認識できるので、表示されたナビ表示用方面案内看板を利用しやすくなる。
【０００７】
　例えば、路上方面案内看板には、予告案内標識、交差点案内標識および確認案内標識が
あり、予告案内、交差点案内および確認案内の順で実際の交差点（分岐路）の近くに設置
される。予告案内標識は、交差点手前約１５０ｍ～３００ｍに設置されて、運転者に分岐
地点の予告を行い、交差点案内標識は、交差点手前約３０ｍ～１５０ｍ以内に設置されて
運転者に進路変更を促し、確認案内標識は、交差点を過ぎて約１５０ｍに設置されて進路
が誤っていないことを確認する標識である。
【０００８】
　ここで、路上方面案内看板の設置位置を道路の特徴位置とした場合に、従来のように、
路上方面案内看板の設置位置によらず、車両から分岐路までの距離または時間で決定した
タイミングでナビ表示用方面案内看板を表示すると、ナビ表示用方面案内看板の表示を開
始した位置と路上方面案内看板の設置位置が大きくずれる可能性がある。この場合、ユー
ザ（運転者）は、路上方面案内看板を視認できる位置（例えば、路上方面案内看板の設置



(4) JP 5925327 B2 2016.5.25

10

20

30

40

50

位置またはその手前の所定の値だけ離れた位置）でナビ表示用方面案内看板が表示されな
ければ、通常、路上方面案内看板を参照して自車の進路を決定するため、その後にナビ表
示用方面案内看板が表示されても進路決定に利用されない可能性が高い。
【０００９】
　反対に、路上方面案内看板の設置位置のかなり手前でナビ表示用方面案内看板が表示さ
れた場合には、ユーザ（運転者）は、ナビ表示用方面案内看板が示す分岐路を通過しない
可能性がある。この場合も、ナビ表示用方面案内看板が進路決定に利用されず、表示が無
駄になる。
　また、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ画面を部分的に占領し続けることになる
ため、利便性の面でも問題がある。
　同様の不具合は、右左折レーンなどの道路標示においても言える。
【００１０】
　一方、例えば、ナビ表示用方面案内看板を、経路案内で交差点案内を行うタイミングま
たはユーザ（運転者または同乗者）が設定したタイミングで表示した場合、ユーザ（運転
者または同乗者）は、通常のナビゲーション処理と同様の感覚でまたは積極的に、地図画
面上のナビ表示用方面案内看板を利用することができる。
　しかしながら、従来の技術のように、あらかじめ設定された車両から分岐路までの距離
または時間を基準としてナビ表示用方面案内看板を表示した場合は、上述した表示タイミ
ングに合致せず、進路決定にナビ表示用方面案内看板が利用されない可能性が高い。
【００１１】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、ユーザ（運転者また
は同乗者）にとって利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示でき
るナビゲーション装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　この発明に係るナビゲーション装置は、分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する方
面案内看板生成部と、方面案内看板生成部により生成されたナビ表示用方面案内看板を表
示部に表示する表示制御部と、分岐路手前にある道路の特徴位置と移動体との位置関係、
移動体の運行状態、移動体周辺の環境状態および移動体内部の環境状態に応じた表示タイ
ミングで、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板を表示部に表示するように表示制御部を
制御する表示タイミング制御部とを備え、表示タイミング制御部は、移動体が分岐路を通
過した位置を当該移動体の移動方向における次の分岐路についての特徴位置とし、かつ、
ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、移動体が位置する地域および移動体の
乗員数に応じて変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　この発明によれば、ユーザにとって利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用方面案
内看板を表示することができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。
【図２】この発明に係るナビゲーション装置の制御部の構成を示すブロック図である。
【図３】実施の形態１に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャートである。
【図４】実施の形態１におけるナビ表示用方面案内看板の表示タイミングの概要を示す図
である。
【図５】実施の形態１において、ナビ表示用方面案内看板が表示されたナビゲーション画
面の一例を示す図である。
【図６】この発明の実施の形態２に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャート
である。
【図７】実施の形態２におけるナビ表示用方面案内看板の表示タイミングの概要を示す図
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である。
【図８】この発明の実施の形態３に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャート
である。
【図９】この発明の実施の形態４に係るナビゲーション装置の動作（例１）を示すフロー
チャートである。
【図１０】実施の形態４に係るナビゲーション装置の動作（例２）を示すフローチャート
である。
【図１１】実施の形態４におけるナビ表示用方面案内看板の表示（例２）の概要を示す図
である。
【図１２】この発明の実施の形態５に係るナビゲーション装置の動作（例１）を示すフロ
ーチャートである。
【図１３】実施の形態５に係るナビゲーション装置の動作（例２）を示すフローチャート
である。
【図１４】この発明に係るナビ表示用方面案内看板の操作例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施の形態１．
　図１は、この発明に係るナビゲーション装置の構成を示すブロック図である。図１に示
すように、ナビゲーション装置１は、移動体（例えば車両）に搭載され、通信処理部２、
交通情報受信部３、ジャイロセンサ４、車速信号処理部５、ＧＰＳ信号受信処理部６、制
御部７、入力処理部８、ディスプレイ９、アンプ１０および記憶部１１を備える。なお、
移動体には、車両の他に、ナビゲーション装置１を携帯して移動する人も含まれる。
　以降では、移動体が車両（以下、自車と呼ぶ）であるものとして説明を行う。
【００１６】
　また、この発明に係るナビゲーション装置１は、自車の位置と地図データとに基づいて
自車の運転者に対して道案内を行うだけではなく、自車の進行方向にある分岐路のナビ表
示用方面案内看板を表示する。
　なお、以降では、ナビゲーション装置１が、分岐路の分岐先にある施設の施設名を、ユ
ーザの嗜好に応じて案内するナビ表示用方面案内看板を画面上に表示するものとする。
【００１７】
　通信処理部２は、スマートフォンなどの携帯通信端末１２の無線通信手段を利用して、
インターネットなどのネットワークを介して外部の情報センタ（図示せず）などとデータ
通信を行う。このデータ通信によって、通信処理部２は、ユーザ（運転者または同乗者）
の属性に応じた、施設情報、人気施設ランキング情報、気象情報などを取得する。
　交通情報受信部３は、ＶＩＣＳ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ａｎｄ　
Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ；登録商標、以下記載を省略する）情報セン
タ（図示せず）から供給される渋滞情報や施設の駐車場の空き情報などのＶＩＣＳ情報（
道路交通情報）を受信して制御部７に出力する。
【００１８】
　ジャイロセンサ４は、自車の進行方向を相対方位として検出する方位センサである。
　車速信号処理部５は、自車のＥＣＵ（電子制御ユニット；図示せず）から車速信号を入
力して自車の速度を検出する。例えば、車速信号として車速パルス信号を入力して、車速
パルス信号の変化から、自車が走行中であるか否かおよび車速を判断する。
　ＧＰＳ（Ｇｌｏｂａｌ　Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ）信号受信処理部６は
、車載ＧＰＳアンテナ６ａを介してＧＰＳ衛星から受信したＧＰＳ電波を解析して、自車
の位置情報を取得する処理部である。
【００１９】
　制御部７は、嗜好カテゴリに合致する施設名を案内するナビ表示用方面案内看板を生成
してディスプレイ９に表示する制御部である。また、制御部７は、通信処理部２によって
取得されたインターネット情報（例えば、ユーザの属性に応じた施設情報、人気施設ラン
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キング情報、気象情報など）に基づいてナビ表示用方面案内看板の表示内容を変更する。
さらに、制御部７は、分岐路の手前にある、ユーザ（運転者）が認識可能な道路の特徴位
置に自車が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングで、当該分岐路のナビ表
示用方面案内看板をディスプレイ９に表示する。
【００２０】
　入力処理部８は、ユーザによる入力操作を受け付ける処理部であり、例えば操作キー、
操作ボタン、タッチパネルなどの入力用ハードウェアと、これにより入力された入力信号
を制御部７に出力するソフトウェアとから構成される。なお、この入力処理部８を介して
ユーザの嗜好カテゴリを記憶部１１に登録する処理が可能であり、また記憶部１１に登録
された嗜好カテゴリを変更または追加することができる。
【００２１】
　ディスプレイ９は、制御部７によって表示処理が制御される表示部であり、例えばナビ
ゲーション画面として自車位置付近の道路地図を表示したり、ナビ表示用方面案内看板を
画面上に表示する。
　アンプ１０は、ユーザに対して各種入力操作を指示する音声データあるいは経路案内の
音声データを増幅してスピーカ１０ａに出力する。スピーカ１０ａは、アンプ１０で増幅
された音声データを外部に出力する。
【００２２】
　記憶部１１は、少なくとも施設情報および道路情報を含む地図データ、道路情報で特定
される道路にある路上方面案内看板の設置位置情報が登録された設置位置データベース、
ユーザ（運転者または同乗者）の嗜好カテゴリが登録された嗜好カテゴリデータベースを
記憶する記憶部である。また、記憶部１１には、通信処理部２によって取得された情報（
例えば、ユーザの属性に応じた施設情報、人気施設ランキング情報、気象情報など）も記
憶してもよい。なお、地図データとしては、通信処理部２により外部の地図データサーバ
からダウンロードしたものであってもよい。また、記憶部１１には、例えば、ハードディ
スク装置、ＳＤカード、ＵＳＢメモリなどを用いてもよい。
【００２３】
　図２は、この発明に係るナビゲーション装置の制御部の構成を示すブロック図である。
図２に示すように、制御部７は、その機能構成として、方面案内看板生成部１３、位置方
向検出部１４、表示制御部１５、表示タイミング制御部１６、経路案内部１７および報知
部１８を備える。
　方面案内看板生成部１３は、ユーザ（運転者または同乗者）の嗜好カテゴリまたは入力
処理部８を用いて入力された嗜好カテゴリ、位置方向検出部１４により検出された自車の
位置と進行方向、および記憶部１１に記憶される地図データに基づいて、自車の進行方向
にある分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する。
【００２４】
　位置方向検出部１４は、ジャイロセンサ４、車速信号処理部５、ＧＰＳ信号受信処理部
６により取得された情報を用いて、車両の現在位置と進行方向を検出する。
　表示制御部１５は、ディスプレイ９による表示処理を制御する機能構成部であり、例え
ば自車位置付近の道路地図およびナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９の画面に表示
する。
【００２５】
　表示タイミング制御部１６は、分岐路手前にある道路の特徴位置に自車が到達したこと
を表示開始の契機とする表示タイミングで、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板をディ
スプレイ９に表示するように表示制御部１５を制御する。
　特徴位置とは、分岐路手前にある、ユーザ（運転者）が認識可能な、道路標識、道路標
示、経路案内位置、またはユーザから要求された、道路上の特定の位置である。
　なお、この実施の形態１に係る表示タイミング制御部１６は、分岐路の手前にある路上
方面案内看板に着目しており、この路上方面案内看板が設置されている位置を特徴位置と
している。
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【００２６】
　経路案内部１７は、入力処理部８により設定入力された目的地、位置方向検出部１４が
検出した自車位置情報、記憶部１１に記憶された地図データに基づいて、推奨経路を探索
し、推奨経路の経路案内を行う機能構成部である。
　報知部１８は、表示制御部１５がナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示した
ことをユーザに報知する。例えば、アンプ１０を介してスピーカ１０ａに報知音を出力し
たり、表示制御部１５に指示してディスプレイ９の画面またはナビ表示用方面案内看板を
一時的に点滅またはハイライトに表示することにより、ナビ表示用方面案内看板が表示さ
れたことを報知する。また、別に設けた報知用のＬＥＤ（図示せず）を発光させることで
報知してもよい。
【００２７】
　次に動作について説明する。
　図３は、実施の形態１に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャートである。
以降では、分岐路の手前にある路上方面案内看板の設置位置が特徴位置として表示タイミ
ング制御部１６に設定されているものとする。
　まず、方面案内看板生成部１３は、記憶部１１の記憶内容を参照して、ユーザ（運転者
または同乗者）の嗜好データが記憶部１１に登録済みであるか否かを確認し、記憶部１１
に嗜好データが登録されていれば、この嗜好データについて修正の必要がないかどうかを
確認する（ステップＳＴ１）。
【００２８】
　例えば、記憶部１１に、ユーザを識別する情報に対応付けて当該ユーザの嗜好データを
登録しておき、方面案内看板生成部１３は、上記ユーザを識別する情報に基づいて記憶部
１１の記憶内容を参照することで、当該ユーザの嗜好データが登録済みであるか否かを確
認する。また、方面案内看板生成部１３が、表示制御部１５に指示して記憶部１１に登録
された嗜好データをディスプレイ９に表示させ、入力処理部８を用いて修正を受け付ける
ＨＭＩ（ヒューマンマシンインタフェース）を提供する。
【００２９】
　ユーザの嗜好データが記憶部１１に登録されていない場合、または、記憶部１１に登録
された嗜好データを修正する必要がある場合（ステップＳＴ１；ＮＯ）、ユーザは、入力
処理部８を用いて嗜好データを入力する（ステップＳＴ２）。
　入力処理部８を用いて入力された嗜好データは、方面案内看板生成部１３を介して記憶
部１１に登録される。
【００３０】
　一方、ユーザの嗜好データが記憶部１１に登録されており、かつその嗜好データを修正
する必要がない場合（ステップＳＴ１；ＹＥＳ）、あるいはステップＳＴ２の処理が完了
した場合には、位置方向検出部１４が、自車の現在位置と進行方向を検出する（ステップ
ＳＴ３）。次に、方面案内看板生成部１３が、位置方向検出部１４により検出された自車
の現在位置と進行方向とに基づいて、記憶部１１の地図データから車両の進行方向にある
分岐路を検出する（ステップＳＴ４）。続いて、方面案内看板生成部１３は、地図データ
から検出された自車の進行方向にある分岐路の形状を特定し（ステップＳＴ５）、特定し
た分岐路の形状に合わせてナビ表示用方面案内看板の矢印図形を選択する（ステップＳＴ
６）。
【００３１】
　次いで、方面案内看板生成部１３は、上記分岐路で分岐する各方面に存在する施設を、
記憶部１１の地図データから検出する。この後、方面案内看板生成部１３は、検出結果の
施設の施設名の中からユーザの嗜好カテゴリに合致する施設名を抽出し、ステップＳＴ６
で選択した矢印図形に合成することによりナビ表示用方面案内看板を生成する（ステップ
ＳＴ７）。
【００３２】
　ここで、位置方向検出部１４が再度自車の現在位置を検出する（ステップＳＴ８）。
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　表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４によって検出された自車の現在位置
に基づいて、記憶部１１に記憶されている設置位置データベースを検索し、自車が次の分
岐路の路上方面案内看板の設置位置（特徴位置）に到達したか否かを判定する（ステップ
ＳＴ９）。このとき、自車の現在位置が路上方面案内看板の設置位置でなければ（ステッ
プＳＴ９；ＮＯ）、路上方面案内看板の設置位置に自車が到達するまで、現在位置の検出
および自車が路上方面案内看板の設置位置に到達したか否かの判定を繰り返す。
【００３３】
　自車が路上方面案内看板の設置位置に到達した場合（ステップＳＴ９；ＹＥＳ）、表示
タイミング制御部１６は、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示
するように表示制御部１５に指示する。これにより、表示制御部１５は、特徴位置に自車
が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングで、当該分岐路のナビ表示用方面
案内看板をディスプレイ９に表示する（ステップＳＴ１０）。
【００３４】
　さらに、位置方向検出部１４が自車の現在位置を検出する（ステップＳＴ１１）。
　表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位置に
基づいて、記憶部１１に記憶されている地図データを参照することで、自車が上記分岐路
を通過したか否かを判定する（ステップＳＴ１２）。ここで、自車が分岐路を通過してい
ない場合（ステップＳＴ１２；ＮＯ）、自車が当該分岐路を通過するまで現在位置の検出
および自車が当該分岐路を通過したか否かの判定を繰り返す。
【００３５】
　一方、自車が当該分岐路を通過した場合（ステップＳＴ１２；ＹＥＳ）、表示タイミン
グ制御部１６は、通過した分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示を終了するように表示
制御部１５に指示する。表示制御部１５は、表示タイミング制御部１６の指示に従って、
ディスプレイ９の画面におけるナビ表示用方面案内看板の表示を終了する（ステップＳＴ
１３）。この後、自車が走行している間は、ステップＳＴ３からステップＳＴ１３までの
処理が繰り返される。
【００３６】
　図４は、実施の形態１におけるナビ表示用方面案内看板の表示タイミングの概要を示す
図である。路上方面案内看板Ｂは、上述したように予告案内、交差点案内など、その目的
に応じて、交差点（分岐路）Ａの中心位置からＮｍの範囲というように推奨される位置に
設置されている。そこで、この実施の形態１においては、自車が路上方面案内看板Ｂの設
置位置に到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングでナビ表示用方面案内看板
をディスプレイ９に表示する。このようにすることで、ユーザ（運転者）は、路上方面案
内看板Ｂを視認した時点で、ナビ表示用方面案内看板が表示されるタイミングであること
を認識でき、このナビ表示用方面案内看板を利用して交差点Ａに到達するまでに自車の進
路を決定することができる。すなわち、この実施の形態１では、ユーザが認識可能な適切
なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することが可能である。
【００３７】
　また、図３は、自車の現在位置に基づいて記憶部１１における路上方面案内看板の設置
位置データベースを検索した結果から、路上方面案内看板の設置位置に自車が到達したか
否かを判定していた。この場合、設置位置データベースに登録されていない路上方面案内
看板については、設置位置への到達を判定することができない。
　そこで、自車に搭載したカメラで路上方面案内看板が検出された場合に、この路上方面
案内看板の設置位置に自車が到達したと判定してもよい。例えば、車両に搭載されたカメ
ラで車両外部を撮影し、表示タイミング制御部１６が、この撮影映像を画像解析して路上
方面案内看板と見なせるパターンが検出された場合に、自車が路上方面案内看板の設置位
置に到達したと判定する。この場合、表示タイミング制御部１６が、この映像をカメラが
撮影した位置を、路上方面案内看板の設置位置として設置位置データベースに登録しても
よい。
【００３８】
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　なお、カメラの撮影方向によって路上方面案内看板が検出されるタイミングが異なるの
で、表示タイミング制御部１６が、カメラの撮影方向によってナビ表示用方面案内看板を
表示するタイミングを調整してもよい。例えば、フロントカメラを使用した場合は、車両
が設置位置を通過する前に路上方面案内看板が検出されるので、この検出位置における次
回以降のナビ表示用方面案内看板の表示タイミングを、自車が設置位置に到達した場合と
同様なタイミングとなるように早める。
【００３９】
　また、上述の説明では、自車が路上方面案内看板の設置位置に到達したことを表示開始
の契機とする表示タイミングを示したが、路上方面案内看板の設置位置の手前にある所定
位置に自車が到達したことを表示タイミングとしてもよい。
　ここで、路上方面案内看板の設置位置の手前にある所定位置とは、路上方面案内看板の
設置位置に自車が到達する前に、ユーザ（運転者）の前方視野から当該路上方面案内看板
を視認可能な位置を示しており、設置位置の手前にユーザが視認可能な所定の距離または
所定の時間だけ離れた位置となる。
　例えば、ユーザが、路上方面案内看板の外形は見えるが、その表示内容が見えない位置
に自車が到達した場合にナビ表示用方面案内看板を表示する。
　このようにすることにより、路上方面案内看板の設置位置で表示する場合よりも余裕を
持ってナビ表示用方面案内看板を利用した進路決定を行うことが可能となる。
【００４０】
　さらに、図２に示したように、報知部１８が、表示制御部１５によってナビ表示用方面
案内看板がディスプレイ９に表示されたことをユーザに報知してもよい。
　例えば、図３のステップＳＴ１０において、表示タイミング制御部１６が、表示制御部
１５を制御してナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示させたことを報知部１８
に通知する。報知部１８は、この通知を受けると、上述したように、報知音、ディスプレ
イ９の画面またはナビ表示用方面案内看板を一時的に点滅またはハイライトに表示、別に
設けた報知用のＬＥＤ（図示せず）を発光させるなどして報知する。
　これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に表示されたことを、ユーザに
確実に知らせることができる。
　なお、報知部１８を省略した構成としてもよい。
【００４１】
　図５は、実施の形態１において、ナビ表示用方面案内看板が表示されたナビゲーション
画面の一例を示す図である。図５に示すように、ナビゲーション装置１は、ディスプレイ
９にナビゲーション画面１９を表示した状態で、ナビ表示用方面案内看板２０を表示し、
ナビゲーション画面１９における、このナビ表示用方面案内看板２０を除くエリアのほぼ
中央に自車マーク２１を表示する。
【００４２】
　また、図５に示す例では、ユーザの嗜好カテゴリが“歴史的建造物”および“自然”で
ある場合、交差点（分岐路）２２から左方向に“バラ公園”、直進方向に“博物館ａ”、
右方向に“◇◇温泉”を表示している。
　なお、直進方向にのみ２つ以上の施設名を表示してもよい。これは、各方向に該当する
施設が複数ある場合、自車からの位置が近いものを２つまで表示するなどのルールを定め
ておき、これに従って表示すればよい。
【００４３】
　さらに、図５の例では、実際の地図において、○○デパートが寺ａよりも自車の近くに
あるので、ナビゲーション装置１は、ナビゲーション画面１９に○○デパートのアイコン
を自車マーク２１の近くに表示しているが、例えば、“寺ａ；２ｋｍ”、“○○デパート
；１ｋｍ”というように、交差点２２からの距離も同時に表示してもよい。
　また、ナビ表示用方面案内看板において、３つ以上の施設が表示対象である場合には、
さらに続きがあることを示すアイコンなどを表示し、そのアイコンをタッチすることで、
続きの施設も見られるようにしてもよい。
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【００４４】
　このように、分岐路に近づくと、ナビ表示用方面案内看板を用いて、運転者または同乗
者の嗜好に応じた周辺おすすめ施設を表示することにより、周辺にどのような施設がある
かを確認しておかなくても、適切な施設を訪問することができる。
　また、近くに嗜好に合った施設が存在していたことに気付かずに通り過ぎてしまうこと
がないので、“あのとき、立ち寄れば良かった”などと後悔しなくて済む、という効果も
ある。
【００４５】
　また、ナビ表示用方面案内看板の生成および表示は、ナビゲーション装置１において、
目的地を設定されていない場合にのみ実行するようにしてもよい。
　これにより、目的地設定をしないで走行している場合であっても、分岐路に近づくと、
運転者または同乗者の嗜好に応じた周辺おすすめ施設を提示してくれるので、事前に目的
地を設定したり、周辺にどのような施設があるかを確認しておかなくても、嗜好に合った
施設を訪問することができる。また、自車の近くに嗜好に合った施設が存在していたこと
に気付かずに通り過ぎることも防止できる。
【００４６】
　さらに、目的地を設定されている場合には、ナビ表示用方面案内看板において、目的地
設定された施設名を最上位に表示したり、点滅表示させたり、他の施設名称と異なる文字
表示色にするなどの強調表示を行い、他の周辺おすすめ施設については非強調表示とする
ようにしてもよい。これにより、あらかじめ設定されている目的地と他の周辺のおすすめ
施設のいずれを先に訪問するとよいかを判断しやすくなり、時間を有効活用することがで
きる。
【００４７】
　以上のように、この実施の形態１によれば、分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成す
る方面案内看板生成部１３と、方面案内看板生成部１３により生成されたナビ表示用方面
案内看板をディスプレイ９に表示する表示制御部１５と、分岐路の手前にある、ユーザが
認識可能な道路の特徴位置に自車が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミング
で、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示するように表示制御部
１５を制御する表示タイミング制御部１６とを備える。
　このように構成することで、ユーザが上記特徴位置によってナビ表示用方面案内看板が
表示されることを認識できるため、ユーザが利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用
方面案内看板を表示することができる。
【００４８】
　また、この実施の形態１によれば、表示タイミング制御部１６が、分岐路の路上方面案
内看板が設置されている位置またはその手前にある所定位置を特徴位置とする。
　このようにすることで、方面案内に推奨される位置に設置されている路上方面案内看板
を基準としてナビ表示用方面案内看板が表示されるので、ユーザにとって利用しやすい適
切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示できる。
【００４９】
　さらに、この実施の形態１によれば、表示制御部１５がナビ表示用方面案内看板をディ
スプレイ９に表示したことをユーザに報知する報知部１８を備えるので、ナビ表示用方面
案内看板がディスプレイ９に表示されたことを、ユーザに確実に知らせることができる。
【００５０】
実施の形態２．
　上記実施の形態１に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
路上方面案内看板の設置位置またはその手前にある所定位置を特徴位置とした。
　この実施の形態２に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
分岐路の右左折専用レーンの手前にある所定位置を特徴位置とする。その他の構成および
機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装置と同様である。
【００５１】
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　図６は、この発明の実施の形態２に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャー
トである。図６において、ステップＳＴ１ａからステップＳＴ８ａまでの処理は、図３の
ステップＳＴ１からステップＳＴ８までの処理と同様である。
　ステップＳＴ９ａにおいて、表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４により
検出された自車の現在位置に基づいて、記憶部１１に記憶される地図データの道路レーン
情報を検索し、自車が次の分岐路の右左折専用レーンの手前にある所定位置（特徴位置）
に到達したか否かを判定する。このとき、自車の現在位置が、右左折専用レーンの手前に
ある所定位置でなければ（ステップＳＴ９ａ；ＮＯ）、右左折専用レーン手前の所定位置
に自車が到達するまで、現在位置の検出および自車が上記所定位置に到達したか否かの判
定を繰り返す。
【００５２】
　自車が次の分岐路の右左折専用レーンの手前にある所定位置に到達した場合（ステップ
ＳＴ９ａ；ＹＥＳ）、表示タイミング制御部１６は、当該分岐路のナビ表示用方面案内看
板をディスプレイ９に表示するように表示制御部１５に指示する。これにより、表示制御
部１５は、特徴位置に自車が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングで当該
分岐路のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示する（ステップＳＴ１０ａ）。
　この後のステップＳＴ１１ａからステップＳＴ１３ａまでの処理については、図３のス
テップＳＴ１１からステップＳＴ１３までの処理と同様であるので説明を省略する。
【００５３】
　図７は、実施の形態２におけるナビ表示用方面案内看板の表示タイミングの概要を示す
図である。図７に示す例では、次の分岐路の右折レーン開始位置のＭｍ手前の所定位置に
到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングでナビ表示用方面案内看板をディス
プレイ９に表示する。このようにすることにより、ユーザ（運転者）は、自車が進行可能
なレーンを視認した時点でナビ表示用方面案内看板が表示されるタイミングであることを
認識でき、このナビ表示用方面案内看板を利用して次のレーン開始位置に到達するまでに
自車の進路を決定することができる。すなわち、この実施の形態２においても、ユーザが
認識可能な適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することが可能である。
【００５４】
　なお、右左折レーン開始位置のＭｍ手前としては、交差点Ａの右左折レーンの開始位置
に自車が到達する前に、ユーザ（運転者）の前方視野から当該右左折レーンを視認可能な
位置を示しており、右左折レーンの開始位置からユーザが右左折レーンを視認可能な所定
の距離または所定の時間だけ離れた位置となる。
【００５５】
　また、上記実施の形態１と同様に、自車に搭載したカメラによって右折レーンまたは左
折レーンを検出したときに右左折レーンの開始位置に自車が到達したと判定してもよい。
　例えば、車両に搭載されたカメラで車両外部を撮影し、表示タイミング制御部１６が、
この撮影映像を画像解析して右折レーンまたは左折レーンと見なせるパターンが検出され
た場合に、自車が右折レーンまたは左折レーンの開始位置に到達したと判定する。
　この場合、表示タイミング制御部１６が、この映像をカメラが撮影した位置を、右左折
レーンの開始位置として地図データに登録してもよい。
【００５６】
　以上のように、この実施の形態２によれば、表示タイミング制御部１６が、分岐路の右
左折専用レーンの手前にある所定位置を特徴位置とするので、進路変更の推奨位置に設け
られた右左折レーンを基準としてナビ表示用方面案内看板が表示されることから、ユーザ
にとって利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示できる。
【００５７】
実施の形態３．
　この実施の形態３に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
経路案内で交差点（分岐路）案内を開始する位置を特徴位置とする。その他の構成および
機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装置と同様である。
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【００５８】
　図８は、この発明の実施の形態３に係るナビゲーション装置の動作を示すフローチャー
トである。図８において、ステップＳＴ１ｂからステップＳＴ８ｂまでの処理は、図３の
ステップＳＴ１からステップＳＴ８までの処理と同様である。
　ステップＳＴ９ｂにおいて、表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４により
検出された自車の現在位置および経路案内部１７から取得した経路案内で交差点（分岐路
）案内を開始する位置に基づいて、記憶部１１に記憶される地図データを検索し、経路案
内で交差点案内を開始する位置（特徴位置）に到達したか否かを判定する。
　このとき、自車の現在位置が交差点案内を開始する位置でなければ（ステップＳＴ９ｂ
；ＮＯ）、交差点案内を開始する位置に自車が到達するまで、現在位置の検出および自車
が上記位置に到達したか否かの判定を繰り返す。
【００５９】
　交差点案内を開始する位置に自車が到達した場合（ステップＳＴ９ｂ；ＹＥＳ）、表示
タイミング制御部１６は、当該交差点のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示
するように表示制御部１５に指示する。これにより、表示制御部１５は、特徴位置に自車
が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングで、当該交差点のナビ表示用方面
案内看板をディスプレイ９に表示する（ステップＳＴ１０ｂ）。
　この後のステップＳＴ１１ｂからステップＳＴ１３ｂまでの処理については、図３のス
テップＳＴ１１からステップＳＴ１３までの処理と同様であるので説明を省略する。
【００６０】
　一般的な車載ナビゲーション装置では、目的地までの経路案内において自車から交差点
（分岐路）までの距離が所定の距離（例えば７００ｍ）以内になると、交差点拡大案内図
を表示して右左折案内を行う。この経路案内時における交差点案内と同一のタイミングで
ナビ表示用方面案内看板を表示すれば、ユーザは、通常の経路案内と同様であるために、
違和感なくナビ表示用方面案内看板を利用することができる。
【００６１】
　以上のように、この実施の形態３によれば、表示タイミング制御部１６が、経路案内で
交差点案内を開始する位置を特徴位置とするので、経路案内と同様のタイミングでナビ表
示用方面案内看板が表示され、ユーザは、違和感なく当該ナビ表示用方面案内看板を利用
することができる。
【００６２】
実施の形態４．
　この実施の形態４に係るナビゲーション装置では、表示タイミング制御部１６が、自車
が分岐路を通過した位置を自車の進行方向における次の分岐路についての特徴位置とする
。なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【００６３】
　図９は、この発明の実施の形態４に係るナビゲーション装置の動作（例１）を示すフロ
ーチャートである。図９において、ステップＳＴ１ｃおよびステップＳＴ２ｃの処理は、
図３のステップＳＴ１およびステップＳＴ２の処理と同様である。
　ステップＳＴ３ｃにおいて、位置方向検出部１４が自車の現在位置を検出する。
　表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位置に
基づいて記憶部１１に記憶されている地図データを参照することにより、自車が分岐路を
通過したか否かを判定する（ステップＳＴ４ｃ）。ここで、自車が分岐路を通過していな
い場合（ステップＳＴ４ｃ；ＮＯ）、自車が分岐路を通過するまで現在位置の検出および
自車が分岐路を通過したか否かの判定を繰り返す。
【００６４】
　一方、自車が分岐路を通過した場合（ステップＳＴ４ｃ；ＹＥＳ）、表示タイミング制
御部１６は、通過した分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示を終了するように表示制御
部１５に指示する。表示制御部１５は、表示タイミング制御部１６からの指示に従って、
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ディスプレイ９の画面に既に表示していたナビ表示用方面案内看板の表示を終了する（ス
テップＳＴ５ｃ）。
【００６５】
　なお、表示タイミング制御部１６には、当該分岐路を通過した位置が自車の進行方向に
おける次の分岐路についての特徴位置として設定されている。このため、自車の進行方向
における次の分岐路が検出された場合に、そのナビ表示用方面案内看板の表示処理に直ち
に移行する。
【００６６】
　位置方向検出部１４が、自車の現在位置と進行方向を検出する（ステップＳＴ６ｃ）。
　次に、方面案内看板生成部１３が、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位
置と進行方向とに基づいて、記憶部１１の地図データから車両の進行方向にある分岐路を
検出する（ステップＳＴ７ｃ）。
　続いて、方面案内看板生成部１３は、地図データから検出された自車の進行方向にある
分岐路の形状を特定し（ステップＳＴ８ｃ）、特定した分岐路の形状に合わせてナビ表示
用方面案内看板の矢印図形を選択する（ステップＳＴ９ｃ）。
【００６７】
　次いで、方面案内看板生成部１３は、上記分岐路で分岐する各方面に存在する施設を、
記憶部１１の地図データから検出する。この後、方面案内看板生成部１３は、検出結果の
施設の施設名の中からユーザの嗜好カテゴリに合致する施設名を抽出して、ステップＳＴ
９ｃで選択した矢印図形に合成することによりナビ表示用方面案内看板を生成する（ステ
ップＳＴ１０ｃ）。
【００６８】
　表示タイミング制御部１６は、方面案内看板生成部１３によって生成されたナビ表示用
方面案内看板をディスプレイ９に表示するように表示制御部１５に指示する。
　これにより、表示制御部１５は、特徴位置に自車が到達したことを表示開始の契機とす
る表示タイミングで、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示する
（ステップＳＴ１１ｃ）。この後、ステップＳＴ３ｃの処理に戻る。
　このようにすることで、ユーザ（運転者）は、自車が分岐路を通過すると、自車の進行
方向にある次の分岐路のナビ表示用方面案内看板が表示されることを認識できる。
【００６９】
　上述した例１は、分岐路を通過した位置を自車の進行方向における次の分岐路について
の特徴位置とする場合を示したが、その際に、自車から次の分岐路までの距離に応じて、
ナビ表示用方面案内看板の表示サイズを変更してもよい（例２）。
　図１０は、実施の形態４に係るナビゲーション装置の動作（例２）を示すフローチャー
トである。図１０において、ステップＳＴ１ｄからステップＳＴ１０ｄまでの処理は、図
９のステップＳＴ１ｃからステップＳＴ１０ｃまでの処理と同様である。
　ステップＳＴ１１ｄにおいて、表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４によ
り検出された自車の現在位置、進行方向および自車の車速に基づいて、自車と次の分岐路
までの距離が所定値を超えているか否かを判定する。
【００７０】
　このとき、自車と次の分岐路までの距離が所定値を超えていれば（ステップＳＴ１１ｄ
；ＹＥＳ）、表示タイミング制御部１６は、表示制御部１５に対して、当該分岐路のナビ
表示用方面案内看板を表示サイズＡで表示するように指示する。
　表示制御部１５は、表示タイミング制御部１６の指示に従って、図１１（ａ）に示すよ
うに、表示サイズＡのナビ表示用方面案内看板２０ａをディスプレイ９に表示する（ステ
ップＳＴ１２ｄ）。
【００７１】
　一方、自車と次の分岐路までの距離が所定値以下になっていれば（ステップＳＴ１１ｄ
；ＮＯ）、表示タイミング制御部１６は、表示制御部１５に対し、当該分岐路のナビ表示
用方面案内看板を表示サイズＢ（＞表示サイズＡ）で表示するように指示する。
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　表示制御部１５は、表示タイミング制御部１６の指示に従って、図１１（ｂ）に示すよ
うに、表示サイズＢのナビ表示用方面案内看板２０ｂをディスプレイ９に表示する（ステ
ップＳＴ１３ｄ）。このように、例２においては、自車から次の分岐路までの距離が短く
なるにつれて当該分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示サイズを大きくする。
【００７２】
　この後、位置方向検出部１４によって自車の停車（エンジンオフ）が検出された場合（
ステップＳＴ１４ｄ；ＹＥＳ）、上述までの処理を終了する。また、自車の停車が検出さ
れない場合（ステップＳＴ１４ｄ；ＮＯ）、ステップＳＴ３ｄの処理に戻る。
【００７３】
　次の分岐路が自車から遠い場合、ナビ表示用方面案内看板が、自車が当該分岐路に到達
するまでディスプレイ９の画面を部分的に占領し続けることになる。
　そこで、例２では、車両から次の分岐路までの距離が長い場合は、ナビ表示用方面案内
看板の表示サイズを小さくし、車両から次の分岐路までの距離が短くなるにつれて、当該
分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示サイズを大きくする。
　このようにすることで、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９の画面を占領し続け
る面積を抑えつつ、次の分岐路に到達するまでにナビ表示用方面案内看板を利用した進路
決定を行うことができる。
【００７４】
　なお、図１０および図１１に示した例２では、ナビ表示用方面案内看板の表示サイズを
２段階に変更する場合を示したが、これに限定されるものではない。
　例えば、表示タイミング制御部１６に対して自車から次の分岐路までの距離と比較する
閾値を複数設定することにより、車両から次の分岐路までの距離が短くなるにつれて当該
分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示サイズが３段階以上で徐々に大きくなるようにし
てもよい。
【００７５】
　以上のように、この実施の形態４によれば、表示タイミング制御部１６が、自車が分岐
路を通過した位置を自車の進行方向における次の分岐路についての特徴位置とするので、
自車が分岐路を通過したことを基準として次の分岐路のナビ表示用方面案内看板が表示さ
れることから、ユーザが利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示
することができる。
【００７６】
　また、この実施の形態４によれば、表示タイミング制御部１６が、車両から次の分岐路
までの距離が短くなるにつれて、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板の表示サイズを大
きくするように表示制御部１５を制御する。このようにすることで、ナビ表示用方面案内
看板がディスプレイ９の画面を占領し続ける面積を抑えながら、自車が次の分岐路に到達
するまでに当該ナビ表示用方面案内看板を利用した進路決定を行うことができる。
【００７７】
実施の形態５．
　実施の形態５に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が、分
岐路の手前にあるユーザから要求があった位置または分岐路の手前にユーザから要求され
た値だけ離れた位置を特徴位置とする。なお、その他の構成および機能については、上記
実施の形態１に係るナビゲーション装置と同様である。
【００７８】
　図１２は、この発明の実施の形態５に係るナビゲーション装置の動作（例１）を示すフ
ローチャートである。図１２において、ステップＳＴ１ｅからステップＳＴ７ｅまでの処
理は、図３のステップＳＴ１からステップＳＴ７までの処理と同様である。
　ステップＳＴ７ｅの処理が完了すると、入力処理部８は、ユーザ操作を検出し（ステッ
プＳＴ８ｅ）、この操作がユーザからのナビ表示用方面案内看板の表示要求であるか否か
を判定する（ステップＳＴ９ｅ）。ここで、ユーザ操作がナビ表示用方面案内看板の表示
要求でなければ（ステップＳＴ９ｅ；ＮＯ）、ユーザ操作がナビ表示用方面案内看板の表
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示要求であると判定されるまで、ユーザ操作の検出を繰り返す。
【００７９】
　一方、ユーザ操作がナビ表示用方面案内看板の表示要求である場合（ステップＳＴ９ｅ
；ＹＥＳ）、表示タイミング制御部１６は、方面案内看板生成部１３によって生成された
自車の進行方向にある次の分岐路についてのナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に
表示するように表示制御部１５に指示する。表示制御部１５は、ユーザがナビ表示用方面
案内看板を要求する特徴位置に自車が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミン
グで、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示する（ステップＳＴ
１０ｅ）。
【００８０】
　なお、この後のステップＳＴ１１ｅからステップＳＴ１３ｅまでの処理は、図３のステ
ップＳＴ１１からステップＳＴ１３までの処理と同様である。
　このようにすることで、ユーザが要求した位置でナビ表示用方面案内看板が表示される
ため、当該ナビ表示用方面案内看板を利用した進路決定を適切に行うことができる。
　例えば、自車を停車させた休憩時または自車の進行が滞る渋滞時において、ユーザが、
次の分岐路についてのナビ表示用方面案内看板を好きなタイミングで表示させることがで
きる。
【００８１】
　上述した例１は、ユーザに要求された位置自体を特徴位置とする場合を示したが、分岐
路の手前にユーザから要求された値だけ離れた位置を特徴位置としてもよい（例２）。
　図１３は、実施の形態５に係るナビゲーション装置の動作（例２）を示すフローチャー
トである。まず、方面案内看板生成部１３は、記憶部１１の記憶内容を参照して、ユーザ
（運転者または同乗者）の嗜好データ、およびユーザが所望するナビ表示用方面案内看板
を表示する分岐路までの距離データが記憶部１１に登録済みであるか否かを確認し、記憶
部１１にこれらのデータが登録されていれば、これらのデータについて修正の必要がない
かどうかを確認する（ステップＳＴ１ｆ）。この処理の詳細は、図３のステップＳＴ１と
同様である。
【００８２】
　ユーザの嗜好データまたは分岐路までの上記距離データが記憶部１１に登録されていな
い場合、あるいは、記憶部１１における嗜好データまたは分岐路までの上記距離データを
修正する必要がある場合（ステップＳＴ１ｆ；ＮＯ）、ユーザは、入力処理部８を用いて
未登録または修正対象である嗜好データまたは分岐路までの上記距離データを入力する（
ステップＳＴ２ｆ）。
　入力処理部８を用いて入力された嗜好データは、方面案内看板生成部１３を介して記憶
部１１に登録される。また、入力処理部８を用いて入力された分岐路までの上記距離デー
タは、表示タイミング制御部１６に設定される。
【００８３】
　一方、ユーザの嗜好データおよび分岐路までの上記距離データが記憶部１１に登録され
ており、かつその嗜好データおよび分岐路までの上記距離データを修正する必要がない場
合（ステップＳＴ１ｆ；ＹＥＳ）、あるいはステップＳＴ２ｆの処理が完了した場合は、
位置方向検出部１４が、自車の現在位置と進行方向を検出する（ステップＳＴ３ｆ）。
【００８４】
　次に、方面案内看板生成部１３が、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位
置と進行方向とに基づいて、記憶部１１の地図データから車両の進行方向にある分岐路を
検出する（ステップＳＴ４ｆ）。
　続いて、方面案内看板生成部１３は、地図データから検出された自車の進行方向にある
分岐路の形状を特定し（ステップＳＴ５ｆ）、特定した分岐路の形状に合わせてナビ表示
用方面案内看板の矢印図形を選択する（ステップＳＴ６ｆ）。
【００８５】
　次いで、方面案内看板生成部１３は、上記分岐路で分岐する各方面に存在する施設を、
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記憶部１１の地図データから検出する。
　この後、方面案内看板生成部１３は、検出結果の施設の施設名の中から、ユーザの嗜好
カテゴリに合致する施設名を抽出して、ステップＳＴ６ｆで選択した矢印図形に合成する
ことによりナビ表示用方面案内看板を生成する（ステップＳＴ７ｆ）。
【００８６】
　ここで、位置方向検出部１４が再度自車の現在位置を検出する（ステップＳＴ８ｆ）。
　表示タイミング制御部１６は、位置方向検出部１４によって検出された自車の現在位置
に基づいて、記憶部１１に記憶されている地図データを参照し、次の分岐路までの距離が
ユーザから要求された値（ユーザ設定値）だけ離れた位置（特徴位置）に自車が到達した
か否かを判定する（ステップＳＴ９ｆ）。
　このとき、自車の現在位置が上記特徴位置でない場合（ステップＳＴ９ｆ；ＮＯ）は、
上記特徴位置に自車が到達するまで、現在位置の検出および自車が上記特徴位置に到達し
たか否かの判定を繰り返す。
【００８７】
　一方、自車の現在位置が上記特徴位置である場合（ステップＳＴ９ｆ；ＹＥＳ）、表示
タイミング制御部１６は、方面案内看板生成部１３によって生成された自車の進行方向に
ある次の分岐路についてのナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示するように表
示制御部１５に指示する。表示制御部１５は、ユーザがナビ表示用方面案内看板を要求す
る特徴位置に自車が到達したことを表示開始の契機とする表示タイミングで、当該分岐路
のナビ表示用方面案内看板をディスプレイ９に表示する（ステップＳＴ１０ｆ）。
【００８８】
　なお、この後のステップＳＴ１１ｆからステップＳＴ１３ｆまでの処理は、図３のステ
ップＳＴ１１からステップＳＴ１３までの処理と同様である。
　このようにすることで、分岐路の手前にユーザに要求された距離だけ離れた特徴位置で
ナビ表示用方面案内看板が表示されるため、当該ナビ表示用方面案内看板を利用した進路
決定を適切に行うことができる。
　なお、上記例２では、ユーザが分岐路までの距離を設定する場合を示したが、分岐路に
到達するまでの時間を設定してもよい。
【００８９】
　以上のように、この実施の形態５によれば、表示タイミング制御部１６が、分岐路の手
前にあるユーザから要求があった位置または分岐路の手前にユーザから要求された値だけ
離れた位置を特徴位置とするので、ユーザが所望するタイミングでナビ表示用方面案内看
板を表示させることができ、ユーザにとって利用しやすい適切なタイミングでナビ表示用
方面案内看板を利用できる。
【００９０】
実施の形態６．
　この実施の形態６に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、経路案内の設定がある場合と経路案
内の設定がない場合で変更する。なお、その他の構成および機能については、上記実施の
形態１に係るナビゲーション装置と同様である。
【００９１】
　表示タイミング制御部１６は、例えば、経路案内が設定されていなければ、経路案内が
設定されている場合に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を
ディスプレイ９に表示するまでの時間を短くする。
　このようにすることで、経路案内が設定されていない場合には、ナビ表示用方面案内看
板がディスプレイ９に早く表示されることから、ユーザが当該ナビ表示用方面案内看板を
利用して進路を決定する時間（進路を検討する時間）を長くとることができる。
【００９２】
　反対に、表示タイミング制御部１６は、例えば、経路案内が設定されていなければ、経
路案内が設定されている場合に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案
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内看板をディスプレイ９に表示するまでの時間を長くしてもよい。
　これにより、経路案内が設定されていない場合には、ナビ表示用方面案内看板がディス
プレイ９に遅く表示される。これは、あくまで路上方面案内看板で自車の進路を決定し、
ナビ表示用方面案内看板はその際の補助的な役割を持たせる場合に有効である。
　この場合、ユーザは、ナビ表示用方面案内看板を注視する必要がないので、上述のよう
に表示タイミングを変更することにより、ナビ表示用方面案内看板の表示時間を短くする
ことができる。
【００９３】
　以上のように、この実施の形態６によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示用
方面案内看板を表示するタイミングを経路案内の設定がある場合と経路案内の設定がない
場合で変更するので、経路案内の設定の有無に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面
案内看板を表示することができる。
【００９４】
実施の形態７．
　この実施の形態７に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、車両が位置する道路の道路種別に応
じて変更する。なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビ
ゲーション装置と同様である。
【００９５】
　道路種別ごとの制限速度は、高速道路が最も高く、この後、国道、都道府県道、市道、
町村道の順で低くなる。
　そこで、表示タイミング制御部１６は、ナビ表示用方面案内看板の表示時間がおおむね
同じになるように、道路種別に応じて表示タイミングを変更する。
　例えば、道路の制限速度が高くなるにつれて自車が分岐路に到達する時間が短くなるこ
とが予想されるため、表示タイミング制御部１６は、道路種別に設定された車両の制限速
度が高くなるにつれて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示す
るまでのタイミングを早くする。
　このようにすることで、自車が様々な道路種別の道路を走行しても、同様な表示時間で
ナビ表示用方面案内看板を表示することができる。
　従って、ユーザは、道路種別によらず、通常と同様の感覚でナビ表示用方面案内看板を
利用することが可能である。
【００９６】
　以上のように、この実施の形態７によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示用
方面案内看板を表示するタイミングを、自車が位置する道路の道路種別に応じて変更する
ので、自車が走行する道路の道路種別に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看
板を表示することができる。
【００９７】
実施の形態８．
　この実施の形態８に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを、車両が位置する地域に応じて変更す
る。なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション
装置と同様である。
【００９８】
　例えば、表示タイミング制御部１６が、通信処理部２または交通情報受信部３によって
取得された自車が位置する地域における交通量情報、位置方向検出部１４によって検出さ
れた自車の現在位置、および記憶部１１に記憶された地図データに基づいて、自車が位置
する地域の交通量を所定の閾値と比較することにより、自車が交通量の多い地域（都会地
帯）を走行しているか、交通量の少ない地域（田舎地帯）を走行しているかを判定する。
　自車が交通量の多い地域を走行している場合、表示タイミング制御部１６は、交通量の
少ない地域に比べて自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板をディスプレ
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イ９に表示するまでの時間を短くする。
　このようにすることで、自車が交通量の多い地域を走行している場合は、ナビ表示用方
面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。
　これにより、ユーザは、当該ナビ表示用方面案内看板を利用して早めに進路を決定し、
余裕を持って分岐路に進入することができる。
【００９９】
　一方、自車が交通量の少ない地域を走行している場合、表示タイミング制御部１６は、
交通量の多い地域に比べて自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板をディ
スプレイ９に表示するまでの時間を長くする。このようにすることで、ナビ表示用方面案
内看板がディスプレイ９に遅く表示される。
　すなわち、交通量が少なく、複数の進路変更を行っても時間がかからない地域を自車が
走行している場合は、進路決定を厳密に行わなくてもよいので、ナビ表示用方面案内看板
の表示時間を短くする。
【０１００】
　以上のように、この実施の形態８によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示用
方面案内看板を表示するタイミングを車両が位置する地域に応じて変更するので、自車が
走行する地域に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができ
る。
【０１０１】
実施の形態９．
　この実施の形態９に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６が
、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを車両周辺の気象状況に応じて変更する
。なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【０１０２】
　例えば、表示タイミング制御部１６が、通信処理部２により取得された自車周辺の気象
情報に基づいて、自車周辺の天候が雨、雪、霧などである場合は、晴天または曇りの場合
に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間
を短くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。
　すなわち、自車周辺が、雨、雪、霧などのように車両外の視界が悪い天候である場合、
道路標識を目視して進路を決定できない可能性があることから、ナビ表示用方面案内看板
を早めに表示して、当該ナビ表示用方面案内看板を利用した進路決定を促している。
【０１０３】
　一方、自車周辺が晴天または曇りの場合、車両外の視界がよければ道路標識を目視して
進路を決定してもよく、不必要にナビ表示用方面案内看板を早く表示する必要がない。
　そこで、表示タイミング制御部１６は、車両外の視界が悪い天候の場合に比べて自車が
特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を長くする。これ
により、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に遅く表示される。
【０１０４】
　以上のように、この実施の形態９によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示用
方面案内看板を表示するタイミングを車両周辺の気象状況に応じて変更するので、自車周
辺の気象状況に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができ
る。
【０１０５】
実施の形態１０．
　この実施の形態１０に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６
が、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを車両の乗員数に応じて変更する。
　なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【０１０６】
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　例えば、表示タイミング制御部１６が、人感センサまたは座席センサ（図１に図示せず
）により検出された自車の乗員数に基づいて、自車の乗員数を所定の閾値と比較すること
により、自車の乗員数が多いか否かを判定する。
　自車の乗員数が多い場合、進路決定の意見を調整する必要があるため、乗員数が少ない
場合に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの
時間を短くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示され
る。このようにナビ表示用方面案内看板を早めに表示することにより、乗員の意見を満足
する進路決定を行うことができる。
【０１０７】
　一方、自車の乗員数が少ない場合は意見調整をする必要がないので、表示タイミング制
御部１６は、乗員数が多い場合に比べて自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案
内看板を表示するまでの時間を長くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディス
プレイ９に遅く表示される。
【０１０８】
　以上のように、この実施の形態１０によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示
用方面案内看板を表示するタイミングを車両の乗員数に応じて変更するので、自車の乗員
数に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができる。
【０１０９】
実施の形態１１．
　この実施の形態１１に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６
が、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを時刻に応じて変更する。
　なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【０１１０】
　例えば、表示タイミング制御部１６が、ＧＰＳ信号受信処理部６から取得されたＧＰＳ
信号における時刻情報に基づいて、自車が走行している時刻が所定の時間帯であるか否か
を判定する。
　早朝または深夜以外の時間帯に自車が走行している場合は、交通量の多い時間帯に走行
している可能性があるため、表示タイミング制御部１６は、早朝または深夜以外の時間帯
に比べて自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を
短くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。
　このようにナビ表示用方面案内看板を早めに表示することで、ユーザによる進路決定の
判断時間を確保することができる。
【０１１１】
　一方、早朝または深夜の時間帯に自車が走行している場合は、交通量が少なく、複数の
進路変更を行っても時間がかからないと考えられる。
　従って、この場合は、表示タイミング制御部１６は、それ以外の時間帯に比べて自車が
特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を長くする。これ
により、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に遅く表示される。
【０１１２】
　上述の他に、表示タイミング制御部１６が、ＧＰＳ信号受信処理部６により取得された
ＧＰＳ信号における時刻情報、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位置およ
び記憶部１１に記憶された地図データに基づいて、自車が所定の時間帯で交通量が多くな
る地域を走行しているか否かを判定する。
　例えば、市街地、通学路などを、交通量が多くなる通勤または通学時間帯あるいは帰宅
時間帯に自車が走行している場合は、表示タイミング制御部１６は、これ以外の地域また
は時間帯に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するま
での時間を短くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示
される。このようにナビ表示用方面案内看板を早めに表示することで、ユーザによる進路
決定の判断時間を確保することができる。
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【０１１３】
　以上のように、この実施の形態１１によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示
用方面案内看板を表示するタイミングを時刻に応じて変更するので、自車が走行する時刻
に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができる。
【０１１４】
実施の形態１２．
　この実施の形態１２に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６
が、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを曜日に応じて変更する。
　なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【０１１５】
　例えば、表示タイミング制御部１６が、ＧＰＳ信号受信処理部６から取得されたＧＰＳ
信号における時刻情報に基づいて、自車が走行している曜日が休日か平日かを判定する。
　自車が休日の曜日に走行している場合は、ユーザが、交通量の多い曜日または進路決定
を行う機会が多い可能性があるため、表示タイミング制御部１６は、平日の曜日に比べて
自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を短くする
。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。このように
ナビ表示用方面案内看板を早めに表示することにより、ユーザによる進路決定の判断時間
を確保することができる。
【０１１６】
　一方、平日の曜日に自車が走行している場合には、出勤または帰宅のために常用経路を
走行している可能性が高く、進路決定を行う機会が少ないと考えられる。
　従って、この場合、表示タイミング制御部１６は、休日の曜日に比べて自車が特徴位置
に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を長くする。これにより、
ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に遅く表示されて、ナビ表示用方面案内看板が
頻繁に表示されることがない。
【０１１７】
　上述の他に、表示タイミング制御部１６が、ＧＰＳ信号受信処理部６により取得された
ＧＰＳ信号における時刻情報、位置方向検出部１４により検出された自車の現在位置およ
び記憶部１１に記憶された地図データに基づいて、自車が走行している曜日、時刻および
地域が、所定の曜日および時刻で交通量が多くなる地域であるか否かを判定する。
　例えば、自車が交通量の多くなる平日の通学時間帯の通学路を走行している場合には、
表示タイミング制御部１６は、これ以外の地域または曜日に比べて、自車が特徴位置に到
達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を短くする。これにより、ナビ
表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。
　このようにナビ表示用方面案内看板を早めに表示することで、ユーザによる進路決定の
判断時間を確保することができる。
【０１１８】
　以上のように、この実施の形態１２によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示
用方面案内看板を表示するタイミングを曜日に応じて変更するので、自車が走行する曜日
に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができる。
【０１１９】
実施の形態１３．
　この実施の形態１３に係るナビゲーション装置においては、表示タイミング制御部１６
が、ナビ表示用方面案内看板を表示するタイミングを車両の走行速度に応じて変更する。
　なお、その他の構成および機能については、上記実施の形態１に係るナビゲーション装
置と同様である。
【０１２０】
　例えば、表示タイミング制御部１６が、車速信号処理部５により検出された自車の走行
速度に基づいて、自車の走行速度が所定の閾値よりも高いか否かを判定する。
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　自車の走行速度が所定の閾値より高い場合、同一地点から分岐路までの所要時間が短く
なるので、表示タイミング制御部１６は、自車の走行速度が所定の閾値以下である場合に
比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するまでの時間を
短くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に早く表示される。
　このようにナビ表示用方面案内看板を早めに表示することで、ユーザによる進路決定の
判断時間を確保することができる。
【０１２１】
　一方、自車の走行速度が所定の閾値以下である場合は、同一地点から分岐路までの所要
時間が長くなるので、表示タイミング制御部１６は、自車の走行速度が所定の閾値よりも
高い場合に比べて、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示するま
での時間を長くする。これにより、ナビ表示用方面案内看板がディスプレイ９に遅く表示
される。
【０１２２】
　以上のように、この実施の形態１３によれば、表示タイミング制御部１６が、ナビ表示
用方面案内看板を表示するタイミングを車両の走行速度に応じて変更するので、自車の走
行速度に応じた適切なタイミングでナビ表示用方面案内看板を表示することができる。
　なお、実施の形態６から実施の形態１３において、ナビ表示用方面案内看板の表示タイ
ミングを早める際に、自車が特徴位置に到達してからナビ表示用方面案内看板を表示する
までの時間を短くする場合を示したが、これに限定されるものではない。
　例えば、自車の現在位置と進行方向、地図データなどから分岐路手前の道路の特徴位置
を予測できる場合は、特徴位置の手前でナビ表示用方面案内看板を表示してもよい。これ
により、ナビ表示用方面案内看板の表示タイミングをさらに早めることができる。
【０１２３】
　実施の形態１から実施の形態１３において、ディスプレイ９がタッチパネルを搭載した
タッチパネルディスプレイである場合におけるナビ表示用方面案内看板の操作例について
説明する。
　図１４は、この発明に係るナビ表示用方面案内看板の操作例を示す図であり、ナビ表示
用方面案内看板に表示した施設を経路案内の目的地に設定する場合を示している。なお、
図１４（ａ）から図１４（ｄ）の順で操作が進むものとする。
　図１４（ａ）において、実施の形態１から実施の形態１３までに示したような方法で、
自車の進行方向にある次の分岐路のナビ表示用方面案内看板２０－１をディスプレイ９に
表示する。ユーザＣは、ディスプレイ９の画面上にあるタッチパネルで、参照したい方面
をタッチする。例えば、“神社ｂ”の方面をタッチする。そのタッチ座標情報は、入力処
理部８から方面案内看板生成部１３に入力される。
【０１２４】
　方面案内看板生成部１３は、記憶部１１の地図データを参照することで、タッチ操作さ
れた“神社ｂ”の方面にある、さらに次の分岐路（自車から二つ先の分岐路）を検出し、
当該分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する。
　図１４（ｂ）に示すように、表示制御部１５は、方面案内看板生成部１３によって生成
された“神社ｂ”の方面にある二つ先の分岐路についてのナビ表示用方面案内看板２０－
２をディスプレイ９に表示する。
　同様に、ユーザＣが、タッチパネルを用いて、参照したい方面をタッチする。例えば、
“公園ａ”の方面をタッチする。そのタッチ座標情報は入力処理部８から方面案内看板生
成部１３に入力される。
【０１２５】
　方面案内看板生成部１３は、記憶部１１の地図データを参照することで、タッチ操作さ
れた“公園ａ”の方面にある、さらに次の分岐路（自車から三つ先の分岐路）を検出し、
当該分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する。
　図１４（ｃ）に示すように、表示制御部１５は、方面案内看板生成部１３によって生成
された“公園ａ”の方面にある三つ先の分岐路についてのナビ表示用方面案内看板２０－
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　同様に、ユーザＣが、タッチパネルを用いて、参照したい方面をタッチする。例えば、
“公園ａ”および“◇◇古墳”の方面をタッチする。そのタッチ座標情報は入力処理部８
から方面案内看板生成部１３に入力される。
【０１２６】
　方面案内看板生成部１３は、記憶部１１の地図データを参照することで、タッチ操作さ
れた“公園ａ”および“◇◇古墳”の方面にある、さらに次の分岐路（自車から四つ先の
分岐路）を検出し、当該分岐路のナビ表示用方面案内看板を生成する。
　図１４（ｄ）に示すように、表示制御部１５は、方面案内看板生成部１３によって生成
された“公園ａ”および“◇◇古墳”の方面にある四つ先の分岐路についてのナビ表示用
方面案内看板２０－４をディスプレイ９に表示する。
　この画面において、ユーザＣが“公園ａ”を長押しすることにより、入力処理部８が、
施設名“公園ａ”の施設を経路案内部１７に目的地として設定する。
　経路案内部１７は、位置方向検出部１４が検出した自車の現在位置と記憶部１１に記憶
された地図データとに基づいて、施設名“公園ａ”の施設を目的地とする推奨経路を探索
し、当該推奨経路の経路案内を行う。
【０１２７】
　また、上記実施の形態１～１３では、この発明に係るナビゲーション装置が車載用のナ
ビゲーション装置である場合を示したが、これに限定されるものではない。
　すなわち、この発明に係るナビゲーション装置は、人、車両、鉄道、船舶または航空機
を含む移動体のナビゲーション装置として利用してもよく、特に車両への持ち込みまたは
車載に適したナビゲーション装置である。
【０１２８】
　なお、本発明はその発明の範囲内において、各実施の形態の自由な組み合わせ、あるい
は各実施の形態の任意の構成要素の変形、もしくは各実施の形態において任意の構成要素
の省略が可能である。
【符号の説明】
【０１２９】
　１　ナビゲーション装置、２　通信処理部、３　交通情報受信部、４　ジャイロセンサ
、５　車速信号処理部、６　ＧＰＳ信号受信処理部、６ａ　車載ＧＰＳアンテナ、７　制
御部、８　入力処理部、９　ディスプレイ、１０　アンプ、１０ａ　スピーカ、１１　記
憶部、１２　携帯通信端末、１３　方面案内看板生成部、１４　位置方向検出部、１５　
表示制御部、１６　表示タイミング制御部、１７　経路案内部、１８　報知部、１９　ナ
ビゲーション画面、２０，２０ａ，２０ｂ，２０－１～２０－４　ナビ表示用方面案内看
板、２１　自車マーク、２２　交差点（分岐路）。
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